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室 蘭 港 水 先 引 受 基 準 

 

NAME OF BERTH LENGTH
DEPTH 

(水深) 
PILOT 引受喫水 

市港湾部計画屯数

(私有 BERTH は

公表屯数) 

PILOT 引受 LOA REMARKS 

JXTG J-1 110M 16.5M 15.0M 300,000D/W 340M 第 3 区 

JXTG H-1   67M 11.0M 10.0M 59,200D/W 230M 第 2 区 

SAKIMORI WHARF 

NO.1 /NO.2 

NO.3 

NO.4 

NO.5 

NO.6 

NO.6 

NO.7 

NO.8(KEISEN-KUI) 

 

370M 

185M 

240M 

240M 

330M 

280M 

185M 

180M 

 

10.0M 

10.0M 

12.0M 

12.0M 

10.0M 

14.0M 

10.0M 

10.0M 

 

9.7M 

9.7M 

11.7M 

11.7M 

9.7M 

13.7M 

9.7M 

9.7M 

 

15,000D/W 

15,000D/W 

30,000D/W 

30,000D/W 

50,000D/W 

50,000D/W 

15,000D/W 

15,000D/W 

 

160M 

160M 

210M 

210M 

300M 

250M 

160M 

160M 

第 3 区 

 

 

 

実用長 280M 

 

喫水 12m 以上

は LOA 230m 

SHUKUZU WHARF 

NO.1 

NO.2 

 

185M 

185M 

 

10.4M 

12.0M 

 

10.1M 

11.7M 

 

15,000D/W 

15,000D/W 

 

 

160M 

160M 

第 3 区 

N.S.C 

N.S.C WHARF 

NORTH NO.1 

NORTH NO.2 

NORTH NO.3 

NORTH NO.5 

NORTH NO.6 

NO.8 

NO.9 

NO.14 

NO.15/NO.16/NO.17 

NO.18 

NO.19 

 

 

 

470M 

 

245M 

250M 

120M 

130M 

160M 

540M 

250M 

300M 

 

 

 

9.0M 

 

12.0M 

12.1M 

6.3M 

7.2M 

8.6M 

8.0M 

14.0M 

16.5M 

 

 

 

8.7M 

 

11.7M 

11.8M 

6.0M 

6.9M 

8.3M 

7.7M 

13.7M 

16.0M 

 

 

 

10,000D/W 

 

40,000D/W 

40,000D/W 

5,000D/W 

5,000D/W 

10,000D/W 

10,000D/W 

100,000D/W 

150,000D/W 

 

 

 

150M 

 

230M 

200M 

100M 

100M 

150M 

150M 

230M 

330M 

第 1 区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITTSU WHARF 

NO.5 

NO.6 

NO.7 

 

150M 

160M 

110M 

 

8.7M 

9.0M 

7.5M 

 

8.4M 

8.7M 

7.2M 

 

10,000D/W 

10,000D/W 

5,000D/W 

 

150M 

150M 

100M 

第 1 区 

NIKKOH WHARF 

NO.1 

NO.2 

 

140M 

135M 

 

7.9M 

7.9M 

 

7.6M 

7.6M 

 

8,000D/W 

7,000D/W 

 

130M 

120M 

第 1 区 

 

平成 19 年 4 月 1 日制定

令和 3 年 11 月 1 日改定

室蘭水先区水先人会

※(50,000D/W No.1 の 12.0M 水深部を兼用して 230M) 

(安 全 運 航 基 準) 
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NAME OF BERTH LENGTH
DEPTH 

(水深) 
PILOT 引受喫水 

市港湾部計画屯数

(私有 BERTH は

公表屯数) 

PILOT 引受 LOA REMARKS

CENTRAL WHARF 

NO.1/NO.2 

 

306M 

 

9.0M 

 

8.7M 

 

50,000D/W 

 

250M 

第 1 区 

実用長 280M

WEST WHARF NO.1 

NO.1/NO.2 BERTH 

 

257M 

 

7.0M 

 

6.7M 

 

5,000D/W 

 

100M 

第１区 

WEST WHARF NO.2 

NO.1 BERHT 

NO.2 BERTH 

NO.3 BERTH 

NO.4/NO.5 BERTH 

 

175M 

185M 

150M 

257M 

 

8.9M 

10.0M 

6.0M 

6.6M 

 

8.6M 

9.7M 

5.7M 

6.3M 

 

10,000D/W 

12,000D/W 

5,000D/W 

5,000D/W 

 

150M 

160M 

100M 

100M 

第１区 

WEST WHARF NO.3 

NO.1 BERTH 

NO.2 BERTH 

NO.3 BERTH 

NO.4 BERTH 

 

125M 

185M 

135M 

195M 

 

6.3M 

8.4M 

7.4M 

9.0M 

 

6.0M 

8.1M 

7.1M 

8.7M 

 

5,000D/W 

10,000D/W 

5,000D/W 

10,000D/W 

 

100M 

150M 

100M 

150M 

第１区 

MOTO-WANISI 

NO.“D”BERTH 

NO.“G”BERTH 

 

150M 

176M 

 

6.0M 

9.5M 

 

5.7M 

8.7M 

 

9,000D/W 

12,000D/W 

 

140M 

140M 

第２区 



⽔ 先 業 務 引 受 基 準 
平成 19 年 4 ⽉ 1 ⽇制定 
令和 3 年 11 ⽉ 1 ⽇改定 

室蘭⽔先区⽔先⼈会 

 

＜業務開始時刻＞ 

業務開始時刻は通年０６時００分〜とする。 

項 ⽬ ⽔ 先 業 務 引 受 基 準 

時間帯 

・⼀般船舶：⼊出港船については０６時００分〜⽇没までとする。 

ただし、照明設備が完備したバースに限り 

⼊港船については０６時００分〜１９時００分(港外 PILOT STATION） 

出港船については０６時００分〜２０時００分(港内 BERTH) 

・コンテナ船及びパルプ船：原則として 24 時間の終⽇ SERVICE とする。 

※ ENEOS J-1 シーバース、H 及び J バース、⽇鉄 NO. 18・19 バース、 

本輪⻄ G バースは、別紙定めによる。 

余裕⽔深 喫⽔の１０％以上。 

⾵速 

・⼀般船舶：原則として着離桟平均⾵速１５m/sec 以下。 

・無動⼒船及びバージ類：原則として着離桟平均⾵速１０m/sec 以下。 

・⽇鉄 NO.8・NO.9 バース：原則として⻑さ 120m を超える船舶については 

着桟平均⾵速１０m/sec 以下（但し、⻑さ 140m を限度とする） 

※ ENEOS J-1 シーバース、は別紙定めによる。 

視界 １０００ｍ以上（※ ENEOS J-1 シーバースは別紙定めによる） 

波⾼ 
港外：２.０ｍ以下（⽔先⼈が安全に乗下船できること） 

港内：１.５ｍ以下（⽔先⼈が安全に乗下船できること） 

着岸速度 １０cm/sec 以下（⼤型船は５cm/sec 以下） 

その他 Air draft ５1.5m 以下 



別 紙 

① ENEOS J-1 シーバース 

  原則として、ENEOS 室蘭製造所シーバース着離桟作業基準に依る。 

(1)時間帯：着桟時 原則として０６時００分〜⽇没までとする。 

    離桟時 原則として０６時００分〜２１時３０分までとする。 

 (2)気象条件   着桟時        離桟時 

   ⾵ 速：  平均 10m/sec 以下   平均 15m/sec 以下 

   波 ⾼：  1.0m 以下       1.5m 以下 

   視 程：  1 海⾥以上        1 海⾥以上 

   その他   台⾵等、異常気象が予想される場合は着桟を中⽌する。 
 

② ENEOS H バース及び J-2, J-3 バース 

時間帯：着桟時 原則として０６時００分〜⽇没までとする。 

       離桟時 原則として０６時００分〜２１時３０分までとする。 
 

③ ⽇鉄 NO. 18・19 バース 

時間帯：⼊港船については０６時００分〜２１時００分(港外 PILOT STATION)までとする。 

出港船については０６時００分〜２１時３０分(港内 BERTH)までとする。 
 

④ 本輪⻄ G バース 

時間帯：⼊港船については⽇出 30 分前〜⽇没 1 時間前(港外 PILOT STATION)までとする。 

         出港船については⽇出〜⽇没(港内 BERTH)までとする。 

（但し、⼊出港船とも 06 時 00 分より早い場合は 06 時 00 分からとする) 
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